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り

ハ
ご
の
法
律
の
目
的
)

Q

第
一
俊
こ
の
法
律
は
、
水
産
廷
源
の
保
護
培
養
を
闘
り
、
日

っ
、
そ
の
効
果
を
将
来
に
わ
た
っ
て
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り

護

法漁
業
の
俊
民
に
待
興
す
Q

こ
と
を
伺
的
と
す
る
o

(
泊
同
範
閣
ゾ

第
二
僚
会
共
の
泊
に
供
し
な
い
水
聞
に
は
、
別
段
の
規
定
が

あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
治
律
の
規
定
を
混
用
し
な
い
o

第
三
僚
会
共
の
用
じ
供
し
な
い
水
面
で
る
っ
て
公
共
の
別
に

供
す
る
水
市
と
、
将
援
し
て
一
倍
ケ
成
す
も
の
に
は
、
こ
の
法

律
学
)
溺
用
す
る
o

第
二
章

水
産
資
源
の
保
護
培
養

第
一
節
水
震
動
植
物
の
採
拍
制
限
住
リ

ハ
水
産
動
植
物
の
採
捕
制
限
佑
り
に
閲
す
る
命
令
U

第
四
係
農
林
大
臣
叉
は
都
法
府
際
知
事
は
火
崖
資
源
の
保
護

培
浪
の
た
め
に
必
袋
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
左
に
偽
げ

る
索
現
に
闘
し
て
、
省
令
又
は
規
則
を
白
血
め
る
こ
し
ζ

が
で
含

る
。}

、
水
産
動
純
物
の
採
捕
に
闘
す
る
制
限
父
は
禁
止

二
、
震
水
動
純
物
の
駁
資
又
は
所
持
に
関
長
制
限
叉
は
禁
止

コ
一
、
漁
具
又
は
漁
船
に
闘
す
る
制
限
又
は
禁
止
。

、‘

四
、
水
産
動
純
物
に
有
害
な
物
の
前
菜
父
は
漏
せ
っ
そ
の
他

水
震
動
楠
物
に
有
害
な
水
質
の
汚
濁
に
閲
す
る
制
限
又
は



禁
止
u

豆
、
水
産
動
植
物
の
保
護
培
蚤
に
必
要
な
物
の
採
取
又
は
除

去
に
闘
す
る
糊
限
又
は
禁
止
。

六
、
水
震
動
植
物
の
移
瓶
に
闘
す
る
制
限
父
は
禁
止
。

弘
前
項
の
規
定
に
よ
る
省
令
叉
は
規
則
に
は
‘
必
要
な
罰

則
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
o

0
4

前
項
の
罰
則
に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
又
は
、
省
令

に
あ
っ
て
二
年
以
下
の
懲
役
、
五
万
国
以
下
の
罰
金
、
拘

留
若
し
く
は
科
桝
叉
は
こ
れ
ら
の
併
科
、
規
則
に
あ
っ
て

は
六
ヶ
月
以
下
の
懲
俊
、
一
万
国
以
下
の
罰
金
、
拘
留
著

し
く
は
科
続
叉
は
こ
れ
ら
の
併
科
と
す
る
。

4

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
省
令
又
は
規
則
に
は
、
犯
人
が

所
有
し
、
叉
は
所
持
す
る
漁
獲
物
、
漁
舶
、
漁
具
及
び
同

項
第
六
践
の
水
産
動
植
物
の
抑
反
政
並
に
犯
人
が
所
有
し
て

い
た
こ
れ
ら
の
物
件
の
全
部
叉
は
一
部
を
筏
攻
ず
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
お
げ
る
そ
の
償
額
の
追
徴
に
闘
す
る

規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
会
る
o

弘
農
林
大
臣
は
、
第
一
項
の
省
令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
中
央
漁
業
調
整
審
議
曾
の
意
見
を
き
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ふ
都
道
府
豚
知
事
は
、
第
一
項
の
規
則
を
定
め
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
農
林
大
医
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

E
冒
畠

E
t
E
!
i
i
Z
6
E
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z
都
道
府
鰍
知
事
は
、
第
一
項
の
規
則
宇
一
定
め
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
漁
業
法
ハ
昭
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七

競
)
第
八
十
四
僚
第
一
明
ハ
海
区
漁
業
調
務
委
員
曾
の
設

置
)
規
定
す
る
海
に
面
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
嘗
該

都
道
府
勝
の
直
域
に
治
う
海
面
に
つ
・
安
定
め
ら
れ
た
す
ぺ

て
の
海
抵
の
区
域
を
合
し
た
海
底
に
設
置
し
た
漣
合
海
底

漁
業
調
整
委
員
曾
ハ
嘗
該
都
一
迫
府
豚
の
区
域
に
沿
う
海
国

に
つ
矛
定
め
ら
れ
た
海
底
の
教
が
一
で
る
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
蛍
該
海
底
の
海
底
漁
業
調
整
委
員
曾
υ

の
意
見

を
、
同
法
第
百
二
十
七
傑
ハ
内
水
面
に
お
ゆ
る
第
五
種
共

同
漁
業
の
免
許
〉
に
規
定
す
る
内
水
面
に
係
る
も
の
に
為

つ
て
は
、
内
水
間
漁
業
管
理
委
員
曾
の
窯
見
を
き
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

o

8.

農
林
大
臣
は
、
第
一
項
第
四
銭
水
は
第
五
銭
に
掲
げ
る

事
項
に
闘
す
る
省
令
叉
け
規
則
で
る
っ
て
、
河
川
法
戸
明

治
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一
競
)
第
一
俊
門
語
用
河
川
)

に
規
定
す
る
河
川
ハ
同
法
第
五
燦
ハ
準
用
河
川
ゾ
の
規
定

に
よ

b
同
法
が
準
用
さ
れ
る
水
流
、
水
面
又
は
阿
川
を
含

む
o
以
下
「
河
川
等
」
と
い
う
O

)

又
は
砂
防
法
ハ
明
治

コ
一
十
年
法
律
第
二
十
九
時
価
〉
第
=
燦
ハ
指
定
土
地
)
の
規

定
に
よ
句
主
務
大
臣
が
指
定
し
た
土
地
(
以
下
『
指
定
土



司

料

地
」
と
い
う
O

)

に
係
る
も
の
を
定
め
夜
は
認
可
し
よ
う

と
す
る
と
舎
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
建
設
大
臣
に
協
議
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
レ
。

O
A

農
林
大
臣
は
、
第
一
現
第
凶
援
に
掲
げ
る
事
項
に
闘
す

る
省
令
叉
は
規
則
を
定
め
又
は
認
川
町
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
通
尚
産
業
大
臣
に
院
議
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ハ
漁
法
の
制
限
)

第
五
燦
爆
援
物
を
使
用
し
て
水
産
動
植
物
を
採
捕
し
て
は
な

ら
な
い
O
但
し
、
海
獣
捕
獲
の
た
め
に
す
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

第
六
蹄
水
産
動
植
物
を
h
h
p
h』
、
又
は
托
な
せ
る
有
毒
物

を
使
肘
し
て
、
水
産
動
柄
拘
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
o
但

し
、
長
科
大
臣
の
許
可
止
を
お
J

け
て
、
調
査
研
究
の
た
め
、
漁

業
法
第
訂
二
十
七
僚
に
規
定
す
る
内
水
固
に
お
い
て
採
摘
す

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
D

第
七
僚
前
一
、
一
係
W
規
定
に
謹
反
し
C
採
拍
し
た
水
産
動
植
物

は
、
所
持
し
、
又
は
版
質
し
て
は
な
ら
な
い

o

ハ
公
共
の
問
に
供
し
な
い
水
面
)

第
八
僚
公
共
の
用
に
供
し
な
い
水
固
で
あ
っ
て
公
共
の
用
に

供
す
る
水
面
又
は
第
三
僚
の
水
面
に
通
ず
る
も
の
に
は
、
政

令
で
、
第
四
倍
か
ら
前
僚
主
で
の
規
定
及
び
こ
れ
ら
に
係
る
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罰
則
を
趨
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ
許
可
深
般
の
由
民
数
)

第
九
俗
農
一
杯
大
原
は
、
水
窪
資
源
の
保
護
の
た
め
に
以
現
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
漁
業
仲
間
第
五
十
一
一
候
(
指
定
遠
洋

漁
業
)
の
指
日
遠
洋
漁
業
又
は
同
設
第
六
十
五
僚
第
一
明
ハ

漁
業
調
松
山
に
関
す
る
命
令
〉
及
び
こ
の
扶
律
の
第
問
僚
の
規

定
に
基
〈
省
令
の
規
定
に
よ
り
熊
林
大
臣
の
許
可
や
要
す
る

漁
業
に
つ
ぎ
漁
業
の
種
類
及
び
水
域
別
に
、
省
令
で
、
蛍
該

漁
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
漁
船
の
隻
数
の
最
高
限
度

ハ
以
下
「
定
数
」
と
い
う
o
u
ψ
一
定
め
る
こ
と
が
で
ラ
る

U

2.

農
林
大
院
は
、
前
現
の
定
数
を
定
め
る
場
合
に
は
、
水

産
資
訴
の
現
朕
及
び
現
に
蛍
該
漁
業
を
管
ι
打
者
の
数
手
の

他
白
熱
的
及
行
社
曾
的
保
件
そ
総
令
的
に
勘
案
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
o

Q

一
山
農
林
大
臣
は
、
定
数
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
『
汗
位
、
中
央

漁
業
刊
終
棒
読
曾

ω
意
丸
を
会
か
な
け
れ
ば
な
ら

k
い口

(
定
数
出
過
に
よ
る
許
可
の
取
消
及
び
箆
吏
)

第
十
依
前
僚
の
規
定
に
よ
り
史
教
が
定
め
ら
れ
た
時
に
滋
該

漁
業
の
種
類
及
び
水
域
に
つ
き
、
現
に
漁
，
戎
の
許
可
ハ
漁
業

に
闘
す
る
起
業
の
認
可
を
含
む
c
以
下
同
じ
0

)

を
受
け
て

い
る
漁
船
の
隻
数
が
定
数
を
こ
え
て
い
る
と
雪
は
、
出
AM
林
大

臣
は
、
左
に
掲
げ
る
溺
項
を
勘
案
し
て
省
令
で
定
め
る
抜
準
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に
従
い

d

そ
の
こ
え
る
数
の
漁
船
に
つ
き
、
営
該
漁
業
に
係

e

る
許
可
の
取
消
の
樹
日
又
は
麗
更
す
ベ
金
賞
授
漁
業
の
操
業

区
域
及
び
謹
更
。
期
日
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

o

一
、
各
漁
業
者
が
蛍
該
漁
業

ω種
獄
及
び
水
械
に
つ
昔
、
許
可

を
受
け
て
い
る
制
艇
の
愛
敬

二
、
首
該
漁
業
に
従
事
す
る
漁
般
の
航
海
度
数
、
主
た
る
操

渠
の
場
所
、
操
業
日
致
、
制
人
数
、
漁
僅
数
量
そ
の
他
の

操
業
朕
況

一
二
、
賃
銀
そ
の
他
の
給
興
等
の
勢
闘
能
衿

問
、
各
漁
業
者
の
縄
問
が
常
該
漁
、
采
に
依
存
す
る
程
度

。
ム
農
林
大
臣
は
、
前
項
の
泉
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
会

は
、
中
央
漁
栄
調
整
審
議
曾
の
意
見
を
台
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

。
山
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
買
を
す
る
場
合
に
お
い
ど
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
曾
は
、
農
林
大
臣
は
、
蛍
夜
漁
業

の
種
州
知
及
び
水
域
、
に
つ
き
漁
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
漁

船
で
あ
っ
て
同
項
の
指
定
を
受
け
な
か
っ
た
も
の
に
つ
き

嬰
更
す
べ
き
嘗
該
漁
般
の
操
業
区
域
及
び
艶
更
の
期
日
を

指
定
す
る
こ
少
し
が
で
き
る
o

4.

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
は
、
告
示
を
も

っ
て
す
る
0

5.
・
前
項
の
台
一
討
を
し
た
と
含
は
、
嘗
該
漁
業
に
係
る
許
可

事守二千一資

は
、
そ
の
右
効
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
指
定
さ
れ
た

期
日
に
取
り
消
さ
れ
、
又
は
操
業
随
減
の
鑓
廷
が
あ
っ
た

も
の
と
す
る
。

6.

第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
作
、
こ
れ
に

よ
っ
て
必
要
と
な
る
弐
僚
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
の
総
額

が
閤
禽
の
決
議
そ
程
た
殻
算
の
金
制
を
こ
え
な
い
範
川
内

で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
損
失
補
償
)

第
十
一
僚
政
府
は
、
前
焼
第
五
項

ω規
定
に
よ
ろ
許
吋
の
以

泊
叉
は
操
業
区
域
の
艶
廷
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
失
や
蛍
訪
露

分
を
受
け
た
者
に
到
し
補
償
し
な
け
れ
で
な
ら
な
い
口

弘
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
べ
き
損
失
は
、
問
項
の
庭

分
に
よ
っ
て
通
常
生
ず
べ
き
損
失
、
と
す
る
o

弘
前
項
の
補
償
金
額
は
、
長
林
大
臣
が
中
咲
漁
業
調
竪
審

議
曾

ω
意
見
を
き
レ
て
定
め
、
こ
れ
を
告
示
す
る
ο

A
H

梢
償
金
交
付
の
方
法
は
、
政
令
で
定
め
る
口

ふ
第
三
百
慣
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
補
総
金
額
に
不
服

が
あ
る
者
は
、
告
示
の
日
か
ら
九
十
日
以
内
に
、
訴
宇
J
も

っ
て
そ
の
靖
制
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
o

弘
前
項
の
訴
に
お
い
て
は
、
闘
を
被
告
と
す
る
o

(
漁
業
従
事
者
に
劃
す
る
世
間
援
)

第
十
二
燦
第
十
僚
出
回
五
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
取
消
そ
交
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け
た
者
は
、
同
僚
第
四
撲
の
告
示
の
日
現
在
に
お
い
て
、
許

可
を
受
け
た
漁
船
に
乗
り
組
ん
で
い
る
者
及
び
蛍
該
漁
船
の

た
め
に
陸
上
作
業
を
し
て
い
る
者
に
的
し
、
交
付
を
受
け
た

補
償
金
の
う
ち
省
令
で
定
め
る
金
舗
を
支
給
し
た
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(
漁
獲
限
度
)

第
十
三
候
風
岡
林
大
臣
は
、
水
屋
資
源
の
保
護
の
た
め
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
漁
業
法
第
五
十
二
憾
の
指
官
遠

洋
漁
業
又
は
同
法
第
六
十
五
係
修
一
項
及
び
こ
の
法
律
の
第

四
僚
の
規
定
に
基
く
省
令
の
規
定
に
よ
り
熊
林
大
臣
の
許
可

を
要
す
る
漁
業
に
つ
き
、
漁
業
の
種
類
又
は
漁
獲
物
の
種
類

及
び
水
域
別
に
、
品
市
該
漁
業
に
よ
り
漁
獲
す
べ
ぎ
年
聞
の
数

量
の
最
高
限
度
ハ
以
下
「
漁
獲
限
度
」
と
い
う
O

〉
を
定

め
、
関
係
業
者
又
は
そ
の
園
陸
に
野
し
こ
の
限
度
を
こ
え
て

漁
獲
し
な
い
よ

4
措
置
す
べ
き
こ
と
を
勧
官
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

町
山
長
林
大
臣
は
、
前
市
引
の
漁
獲
限
度
hr定
め
よ
う
、
と
す
る

と
き
は
、
中
央
漁
栄
淵
終
審
議
曾
の
一
夜
見
を
を
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第

二

節

保

護

水

面

(
保
護
水
面
の
由
民
義
)

第
十
四
僚
こ
の
法
律
に
沿
い
て
「
保
護
水
面
」
と
は
、
水
屋
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動
物
が
産
卵
し
、
稚
魚
が
生
育
し
、
叉
は
水
産
動
植
物
の
種

苗
が
誕
生
す
る
の
に
越
し
て
い
る
水
面
で
あ
っ
て
、
ぞ
の
保

護
培
獲
の
た
め
に
以
要
な
措
置
を
講
ず
べ
台
水
面
と
L
て
農

林
大
臣
が
汚
定
ず
る
区
域
を
い
ふ
o

(
保
護
水
面
の
指
定
)

第
下
五
保
保
護
水
聞
は
、
農
林
大
臣
が
都
一
泡
府
照
知
事
の
申

請
に
基
い
て
、

R
っ
、
中
央
漁
業
調
謎
審
議
曾
の
意
見
守
き

い
て
且
岡
林
大
庄
が
定
め
る
茶
準
に
従
っ
て
、
指
日
比
す
る
o

z
都
道
府
Mm知
事
は
、
前
項
の
指
定
の
申
請
そ
し
よ
う
と

す
る
と
舎
は
、
営
該
保
諜
水
両
の
区
間
及
び
ワ
イ
の
指
定
が

必
要
で
あ
る
理
由
h
T
記
献
し
た
申
請
書
に
、
第
十
七
僚
第

一
項
に
規
定
す
る
常
設
保
護
水
面
の
管
理
計
一
気
ぞ
出
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

抑
制
泊
府
燃
知
事
は
、
第
一
項
の
指
定
の
申
請
そ
し
よ
う

と
す
る
と

S
は
、
指
定
の
申
請
を
す
る
と
企
及
び
前
町
引
の

管
理
計
章
に
つ
い
て
、
指
定
影
中
諮
し
よ
う
し
仁
十
る
保
護

水
面
が
漁
業
法
鈷
八
十
四
僚
第
一
回
に
規
定
す
る
泌
国
に

麗
寸
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
蛍
該
保
護
水
町
に
つ
き
定
め

ら
れ
た
海
鼠
に
設
問
し
T
海
阿
漁
業
制
批
一
姿
同
食
の
意
見

を
、
指
定
そ
申
請
し
よ
う
と
す
る
保
護
水
而
が
同
法
第
一
日

二
十
七
僚
に
規
定
す
る
内
水
聞
に
属
す
る
場
合
に
忘
つ
て

は
、
内
水
雨
、
漁
場
管
理
委
員
曾
の
意
見
守
、
守
口
か
た
け
れ
ば
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な
ら
な
い
0

4

農
林
大
臣
は
特
に
必
要
が
あ
ゐ
と
認
め
る
と
き
は
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
都
謹
府
豚
知
事
の
申
請
が
な
い
場
合
で

も
、
同
現
に
規
定
す
る
基
準
に
従
っ
て
保
護
水
面
を
指
定

す
る
こ
、
と
が
で
き
る
o

広
農
林
夫
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
水
面
の
指
定

を
す
る
と
き
は
、
第
十
七
係
第
一
項
に
規
定
す
る
蛍
該
保

護
水
面
の
管
理
計
童
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

広
農
林
大
臣
は
、
第
四
現
の
規
定
に
よ
り
保
護
水
面
の
お

定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
指
定
を
す
る
こ
と
及
が
前

現
の
管
理
計
査
に
つ
い
て
、
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
保
護

水
凶
の
麗
す
る
水
面
を
特
権
問
す
る
都
一
泊
府
鯨
知
事
の
定
見

を
雪
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

ー
第
三
項
の
規
定
は
、
都
道
府
豚
知
事
が
前
現
の
規
定
に

よ
り
農
林
大
臣
に
武
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用

す
る
。

&
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
水
面
の
指
定

は
保
護
水
聞
の
区
域
及
び
第
十
六
僚
の
規
定
に
よ
る
そ
の

管
理
者
の
告
示
を
も
っ
て
す
る
U

(
保
護
水
面
の
管
理
者
)

第
十
六
係
保
護
水
面
の
管
理
は
、
蛍
一
該
保
護
水
困
の
属
す
る

ト
水
面
を
管
轄
す
る
都
道
府
燃
知
事
が
行
う
o
但
し
、
蛍
該
水

料 :士士三ご士ごごご二三資

国
が
二
以
上
川
都
議
府
豚
知
事
の
管
轄
仏
嵐
し
、
又
は
蛍
該

水
闘
の
管
轄
か
明
確
で
な
い
と
き
は
、
農
林
大
臣
は
賞
該
保

護
水
面
を
管
理
す
る
部
活
府
豚
知
事
を
指
定
し
、
又
は
み
ず

か
ら
管
理
す
る
こ

E
が
で
き
る
o

ハ
保
護
水
面
の
管
理
計
聾
)

第
十
七
倍
漁
譲
水
面
の
管
関
計
費
に
お
い
て
は
、
・
少
く
と
も

左
に
指
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
増
瓶
す
べ
き
水
産
動
植
物
の
積
頬
並
び
に
そ
の
噌
植
の

万
法
及
び
滑
殖
施
設
の
概
要

二
、
探
捕
を
制
限
し
、
叉
は
禁
止
す
る
水
産
蹴
航
物
の
極
的
知

及
び
そ
の
制
限
又
は
禁
止
の
内
容

三
、
制
限
し
、
又
は
禁
止
す
る
漁
具
又
は
漁
閥
及
び
そ
の
制

限
叉
は
禁
止
の
内
容

。
副
都
詞
府
燃
知
事
は
、
農
林
大
医
の
認
可
を
交
け
て
、
そ

の
管
理
す
る
漁
護
水
面
の
管
理
計
登
を
鑓
史
す
る
こ
と
が

で
ざ
る
o
こ
の
場
合
に
は
、
第
十
五
僚
第
一
一
一
項

ω
川
内
定
を

準
用
寸
る
。

り
山
農
林
大
臣
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
鼠
め
る
と
ぎ
は
、

都
道
府
鯨
知
暑
に
針
し
そ
の
管
理
す
る
漁
護
水
聞
の
管
理

計
費
を
艶
更
す
パ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
出
来
る
ο
こ

の
場
合
に
は
、
第
十
五
僚
第
六
項
及
び
第
七
項
の
知
定
を

準
用
す
る
o
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ハ
工
事
の
制
限
停
υ

第
十
八
僚
保
護
水
面
の
区
域
ハ
河
川
得
、
指
定
土
地
又
は
港

湾
法
ハ
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
白
十
八
競
)
第
二
膝
第
三

項
(
渉
湾
区
践
の
定
義
v

に
規
定
す
る
漉
漕
区
域
ハ
そ
の
区

域
外
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
一
脈
域
を
含
む
)
若
し
く
は
同
法
第

五
十
六
際
第
一
項
(
品
川
崎
博
区
域
の
定
め
な
い
港
湾
)
に
規
定

す
る
水
域
ハ
以
下
第
四
項
に
お
い
て
「
措
湾
阪
域
」

E
線
稿

す
る
)
に
係
る
部
分
を
除
く
)
内
に
お
い
て
、
相
時
立
若
し
く

、
、
、
、
、

は
し
ゅ
ん
せ
つ
の
工
事
叉
は
水
路
、
河
川
の
流
量
若
し
く
は
、

水
位
の
盟
史
を
き
た
す
工
事
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
政
令

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
蛍
該
保
護
水
面
を
管
理
す
る
都
道

府
鯨
知
事
父
は
、
農
林
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ぼ
な
ら

，i
h

、9

t
L
 

り
ん
抑
制
遁
府
豚
知
事
又
は
農
林
大
臣
は
、
前
峻
の
許
切
を
受

け
な
い
で
さ
れ
た
工
事
が
蛍
該
保
護
水
面
の
管
理
に
著
し

く
障
害
を
及
引
は
す
と
認
め
る
と
全
は
、
営
該
工
事
の
施
行

者
に
到
し
、
蛍
該
工
富
市
を
艶
史
し
、
又
は
蛍
炭
水
面
を
原

駅
ド
ド
回
復
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
o

丸
建
設
大
臣
又
は
地
方
行
政
隠
は
、
河
川
傍
若
し
く
は
指

定
土
地
に
闘
す
る
第
一
頃
の
掛
げ
る
工
事
を
し
、
若
し
く

は
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
父
は
こ
れ
ら
の
工
事
に
つ
い
て

河
川
法
第
十
七
僚
か
ら
第
す
九
際
ま
で
(
河
川
使
用
の
許

可
等
)
の
規
定
に
よ
る
許
可
若
し
く
は
砂
防
法
第
四
篠
ハ
指

定
土
地
に
お
け
る
一
定
行
矯
の
禁
止
、
制
限
〉
の
規
定
に

よ
る
制
限
に
係
る
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て

蛍
該
工
事
が
保
護
水
面
の
区
域
内
に
出
い
て
さ
れ
る
も
の

で
ゆ
め
る
と
を
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
。
あ
ら

か
じ
め
、
常
該
保
護
水
面
を
管
理
す
る
郡
司
府
糊
知
事
又

は
造
林
大
臣
に
日
附
議
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
口

4
.
運
輸
大
臣
父
は
港
符
管
理
者
ハ
港
開
法
第
二
際
第
一
項

ハ
減
措
間
管
理
者
の
由
民
義
に
〉
規
定
す
る
同
問
管
理
者
を
い

う
以
下
同
じ
)
が
港
湾
区
域
内
に
お
け
る
第
一
取
に
掲
げ

る
工
事
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
工
事
に
つ

い
て
港
湾
管
理
者
の
長
が
同
法
第
三
十
七
捺
何
回
一
環
ハ
港

樺
区
域
内
の
工
事
の
許
可
)
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
し
、

同
僚
第
一
一
一
項
ハ
地
漕
岡
田
崎
内
の
閑
侍
の
工
事
に
つ
い
て
の

特
例
)
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
際
じ
、
郡
一
泊
府
脈
知
事
が

同
法
第
五
十
六
俗
説
一
一
唄
の
規
定
に
よ
る
許
川
町
を
し
、
同

僚
第
三
項
(
治
州
内
阪
城
の
定
の
な
い
活
必
へ
の
準
問
〉
の

規
定
に
よ
る
協
崩
に
際
じ
、
若
し
ど
は
地
轡
管
関
者
の
長

が
同
法
第
五
十
八
終
第
二
割
(
会
有
水
面
川
町
立
法
と
の
闘

係
)
の
規
定
に
よ
り
会
有
水
面
倒
立
法
ハ
大
正
十
年
法
律

第
五
十
七
競
)
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
撚
知
事
の
職
棋
を

行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
時
曲
該
工
事
が
保
護
水
面
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の
区
域
内
に
お
い
て
さ
れ
る
も
の
で
る
る
と
き
は
、
運
総

大
臣
、
港
湾
管
理
者
の
長
叉
は
都
道
府
鰍
知
事
は
、
政
令

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
蛍
該
保
護
水

面
を
管
理
す
る
都
道
府
鰍
知
事
又
は
農
林
大
臣
に
協
議
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5.

保
護
水
面
の
区
域
内
に
お
い
て
水
産
動
植
物
の
保
護
培

養
の
た
め
特
に
必
妥
か
あ
る
と
き
は
、
蛍
該
保
護
水
面
を

管
理
す
る
都
煩
府
脈
知
事
-X
は
農
林
大
臣
は
、
政
令
の
定

め
る
と
乙
ろ
に
よ

b
、
逮
設
大
臣
者
し
〈
は
地
方
行
政
蕗

叉
は
港
総
大
臣
、
法
糧
管
理
者
ゆ
長
若
し
く
は
都
遁
府
豚

知
事
に
針
し
、
蛍
該
医
域
内
に
お
げ
る
第
一
項
に
掲
げ
る

工
事
又
は
そ
の
ヱ
事
に
よ
り
施
設
ヌ
れ
た
工
作
物
に
闘
し

必
要
な
働
省
を
す
る
こ
と
が
で
吉
る
。

ハ
費
用
の
負
携
)

第
寸
九
修
部
痘
府
豚
知
事
か
管
理
計
蜜
に
基
い
て
行
う
保
護

水
聞
の
管
理
に
要
す
る
経
費
は
、
園
の
自
民
権
と
す
る
口

第
三
節
さ
く
河
魚
類

ω保
護
培
農

ハ
園
畿
の
人
工
勝
牝
放
疏
)

第
二
十
燦
農
林
大
臣
は
、
さ
く
判
魚
類
の
う
ち
さ
け
及
び
ま

す
の
増
殖
を
闘
る
た
め
に
、
そ
の
人
工
勝
化
放
流
を
寅
施
す

る
D

Q
A
M
 

事幸一ニニニ資

農
林
大
臣
は
、
毎
年
度
前
唄
の
人
工
勝
牝
放
流
の
貿
施

に
闘
す
る
計
置
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

弘
前
田
明
の
人
工
勝
化
放
流
の
計
聾
に
お
い
て
は
、
少
く
と

も
左
に
掘
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
嘗
該
年
度
に
お
い
て
人
工
勝
化
放
流
を
賓
施
1
る
河
川

二
、
蛍
談
年
度
に
お
い
て
人
工
瞬
化
放
流
を
質
施
す
る
場
所

及
び
放
流
数

4.

農
林
大
臣
仰
い
、
第
二
現
の
人
工
隣
化
放
流
の
計
萱
を
定

め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
中
央
漁
業
調
終
審
議
禽
小
川
意
見

を
芳
、
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ふ
農
林
大
臣
は
、
省
令
の
定
め
る

E
こ
ろ
に
よ
h

リ
第
一
明

の
事
務
の
一
部
そ
都
諮
府
山
間
知
事
に
委
任
す
る
こ
と
が
で

寺
k

る。

(
受
集
者
の
費
用
負
権
)

/
第
二
十
一
線
農
称
大
臣
は
、
さ
く
河
魚
類

ω
う
ふ
り
さ
け
叉
は

ぎ
ず
を
目
的
と
す
る
漁
業
を
営
む
者
ル
、
前
傑
第
一
の
項

の
規
定
に
よ
叫
質
施
す
る
人
工
勝
社
放
流
ド
よ
り
著
し
く

利
益
を
受
け
る
と
芦
は
、
そ
の
者
に
そ
の
寅
施
に
用
マ
る

費
用
の
一
部
を
負
婚
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
o

(
さ
く
河
魚
類
の
混
ぬ
の
保
護
)

、
第
二
十
二
燥
さ
く
河
魚
類
の
抽
出
始
と
な
っ
て
い
る
水
面
に
設

置
し
た
工
作
物
の
所
有
者
又
は
占
有
者
は
き
く
河
魚
類
の
さ

く
上
を
妨
け
な
い
よ
う
に
、
そ
の
工
作
物
を
管
理
じ
な
け
れ



環
銀
河

1Alt--4

ば
な
ら
な
い

ο

弘
長
林
大
臣
父
は
都
道
府
峨
知
事
は
、
前
項
の
工
作
物
の

所
有
叉
は
占
有
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
ら
管
理
h
T
怠
っ
て

い
る
b
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
射
し
同
項
の
規
定
に

従
っ
て
管
理
す
ぺ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
コ

a

傑
美
林
大
医
は
、
き
く
河
魚
類
の
連
絡
を
害
す
る

鼠
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
水
面
の
一
口
町
医
境
内
に
お
け

る
工
作
物
の
設
霞
を
制
限
し
、
叉
は
禁
止
す
る
こ
と
が
出
来

る
。

oa 

桝 土 てててて

農
林
大
医
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
ろ
制
限
を
し
よ
う
と

十
る
と
品
け
は
、
蛍
該
工
作
物
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
に

針
し
、
さ
ぐ
河
魚
類
の
通
路
叉
ば
蛍
該
遜
路
に
代
る
べ
き

施
設
を
試
置
す
べ
き
こ
と
、
も
し
、
さ
〈
河
魚
類
の
通
路

又
は
営
該
遁
路
に
代
る
ペ
ラ
抱
一
政
令
}
設
置
す
る
こ
と
が
著

し
く
閑
難
色
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
常
該
水
面

に
お
け
る
さ
く
河
魚
類
叉
は
そ
の
他
の
魚
類
の
繁
殖
に
必

要
な
地
設
を
設
置
し
、
叉
は
方
法
令
一
講
ず
べ
き
こ
と
を
命

ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
台
る
o

け
小
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
?
受
け
た
も
の
は
、
省
令
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
軸
曲
該
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
に
つ
い

て
の
計
費
闘
を
作
成
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
農
林
大
臣
の
承
認

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

資71 

第
二
十
四
際
環
林
大
臣
は
、
工
作
物
が
さ
く
河
魚
類
の
通
路

を
害
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
所
有
者
又
は
占
有
者
に

針
し
、
除
害
工
事
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

弘
前
項
の
境
定
に
よ
η
除
害
工
事
を
命
ず
る
と
き
は
、
次

現
内
規
定
に
よ
ろ
補
償
金
の
蹴
額
が
閤
舎
の
講
決
を
躍
た

預
算
の
令
額
を
こ
え
な
い
筒
圏
内
官
-
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、。‘
L
W
 

9
山
農
林
大
医
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
除
害
工
事
を
命
じ

た
と
き
は
、
そ
の
工
作
物
に
つ
い
ず
棋
利
ψ
有
ず
る
者
に

鈎
し
相
留
の
補
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
-

但
し
、
第
二
十
二
俗
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反

し
た
者
に
濁
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
内
除
害
工
事
を
命

じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
到
し
て
は
、
補
償
し

E

、。

J
J
-
B
b
w
 

4

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
除
害
工
事
の
命
令
が
利
害
関
係

人
の
申
請
に
よ
っ
て
さ
れ
た
と
き
は
、
農
林
大
臣
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
営
該
申
請
者
が
、
前
項
本
文
の
規
定

に
よ
る
補
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

弘
前
二
項
の
補
償
金
額
に
不
服
が
あ
hv
者
以
、
補
償
金
額

決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
九
十
日
以
内
に
、
訴
を
も

っ
て
そ
の
増
減
守
騎
求
ず
る
こ
と
が
で
き
る
o

弘
前
項
の
訴
に
お
い
て
は
、
園
を
被
告
と
す
る
。
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但
し
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
申
請
者
又
は
工
作
物

に
つ
い
て
擢
利
を
有
す
る
者
を
被
告
と
す
る
コ

向
山
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
工
作
物
の
除
害
工
事
の
命
令
が

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
蛍
該
工
作
物
の
上
に
先
取
特
権
質

穣
叉
は
抵
曽
川
慨
が
あ
る
と
き
は
嘗
該
先
取
特
権
者
質
鱗
者

又
は
抵
蛍
樫
者
か
ら
供
託
し
た
え
て
も
よ
い
旨
の
申
出
が

あ
る
場
合
ケ
除
雪
農
林
大
医
又
は
第
凶
項
の
常
該
申
請
者

は
第
一
二
項
之
は
第
四
項
の
補
償
金
を
供
託
し
な
け
れ
吃
な

ら
な
い
。

。
品
前
雨
明
の
先
取
持
擦
者
質
催
者
又
は
抵
蛍
障
者
は
同
槙
の

規
定
に
よ
り
供
託
し
た
補
償
金
に
濁
し
て
そ
の
樺
利
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

d

(

内
水
間
に
お
け
る
ヌ
け
の
探
捕
禁
止
ぱ

憲幸二て=資

第
ご
十
五
傑
漁
業
法
第
百
二
十
七
係
に
規
定
す
る
内
水
面
に

お
い
て
は
、
さ
〈
河
魚
頬
の
う
ち
弐
)
け
を
採
捕
し
て
は
な
ら

な
い
。

但
し
、
漁
業
の
免
許
を
受
け
た
者
又
は
漁
業
法
第
六
十
五
僚

第
一
項
及
び
こ
の
法
律
の
第
四
僚
の
規
定
に
基
く
省
令
若
し

く
代
規
則
の
規
定
に
よ
り
且
岡
林
大
臣
若
し
く
は
都
詞
府
瞬
知

事
の
許
可
を
予
け
た
者
が
、
常
該
魚
許
又
は
許
可
に
装
い
て

深
捕
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ
公
共
の
用
に
供
し
な
い
水
面
》

E
冒

E
R
a
p
t
・-
r
e
l
l
v

第
二
十
六
際
会
共
の
用
に
供
し
な
い
水
面
で
あ
っ
て
、
公
共

の
用
に
供
す
る
水
商
況
は
第
一
一
一
僚
の
水
面
に
通
ず
る
点
の
に

は
、
政
令
で
、
第
二
十
二
僚
か
ら
前
係
ま
で
の
規
定
及
び
こ

れ
ら
に
係
る
罰
則
を
詰
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
節
水
産
動
植
物
の
穏
苗
の
確
保

(
回
出
の
義
務
υ

第
二
十
七
係
省
令
で
定
め
る
水
窪
勤
続
物
の
種
苗
を
、
業
と

し
て
、
阪
一
貫
の
目
的
を
も
っ
て
採
捕
し
、
叉
は
生
産
し
よ
う

と
す
る
も
の
は
、
省
令
の
定
め
る
左
こ
ろ
に
よ
り
、
農
林
大

臣
に
そ

ω
旨
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
業
を
躍
止
し
た
と
品
け
も
、
同
様
と
す
る
。

(
生
産
及
び
配
付

ω
指
示
)

第
二
十
八
傑
農
林
大
庄
は
、
前
僚
に
規
定
す
る
水
産
動
植
物

の
種
苗
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
合
大

は
、
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
僚
に
規
定
す
る
者

に
釣
し
、
常
設
水
産
動
杭
物
の
種
油
の
生
産
又
は
間
付
に
つ

台
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
つ

第
三
章

水
産
資
源
の
調
査

(
水
産
資
源
の
調
査
)

第
二
十
九
係
農
林
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る

た
め
に
、
水
産
資
源
の
保
護
培
養
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら



れ
る
種
類
の
漁
業
に
つ
い
て
、
漁
獲
数
量
、
操
業
の
吠
況
及

び
海
況
停
に
闘
し
、
科
極
的
調
査
を
震
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
0

2.

且
岡
林
大
臣
は
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の

事
務
の
一
部
を
都
道
府
燃
知
事
に
委
仕
す
る
こ
し
仁
が
で
き

る。
(
報
告
の
徹
枚
)

第
一
↓
一
十
俗
農
林
大
医
又
は
郡
司
府
桝
知
可
申
は
、
前
憾
の
調
査

を
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
み
戸
は
、
漁
業
を
管

み
、
又
は
こ
れ
に
従
事
す
る
者
に
、
漁
凶
慢
の
数
量
、
時
期
、

方
法
そ
の
他
必
援
な
事
項
を
報
告
ヌ
一
ぜ
る
こ
左
が
で
さ
る
o

キヰ "---ーご

第
四
章

助

手荷

資

ハ
補
助
)

第
三
十
一
除
園
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
守
護
成
す
る
た
め
に
、

神
間
算
の
飽
同
内
に
於
い
て
、
左
の
各
援
に
掲
げ
る
者
に
鈎
し
、

そ
れ
ぞ
れ
左
の
各
競
に
掲
げ
る
費
用
の
一
部
を
補
助
寸
る
こ

と
が
で
き
る
o

一
、
さ
く
河
魚
類
の
通
路
と
な
っ
て
い
る
水
面
に
設
置
し
た

工
作
物
の
所
有
/
者
叉
は
占
有
者
(
第
二
十
四
仲
間
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
除
害
工
事
の
命
令
を
予
け
た
も
の
を
除
く
、
〉

が
、
常
該
水
面
に
お
い
て
、
第
二
十
三
係
第
二
項
に
規
定

7il 

す
る
縮
読
安
設
置
し
、
又
は
改
修
す
る
の
に
要
す
る
費
用

二
、
割
以
外
の
者
が
さ
く
河
魚
類
の
よ
7

ち
さ
け
又
は
ま
ず
の

人
工
勝
化
放
流
事
業
を
行
う
に
要
す
る
費
用

第
五
章

幸生

員。

戸
水
産
資
問
保
護
指
導
官
双
び
水
産
資
調
保
護
指
漕
吏
員
〉

第
三
十
二
際
農
林
大
ロ
又
は
都
道
府
豚
知
事
は
時
間
算
の
範
倒

内
で
、
所
部
の
磯
員
の
中
か
ら
水
産
資
源
一
保
護
指
道
官
、
又
は

水
産
資
源
保
護
指
導
吏
員
を
命
じ
水
産
資
源
の
保
護
培
盗
に

闘
す
る
事
項
の
指
準
及
び
そ
の
他
の
こ
の
法
律
万
び
こ
の
法

律
に
築
く
命
令
の
尚
行
に
闘
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
ら
せ
る

(
水
産
貨
源
保
護
培
養
に
闘
す
る
協
力
)

第
三
十
三
際
都
吋
府
瞬
知
事
は
、
水
建
資
源
保
護
培
蕊
の
た

め
に
必
要
が
あ
る
と
抱
め
る
と
P
は
、
漁
業
協
同
組
合
そ
の

他
の
者
に
針
卜
、
水
産
賞
源
の
保
護
培
誌
に
闘
し
協
力
を
求

め
る
こ
し
乙
が
で
き
る
。

(
水
産
資
源
保
護
部
合
)

第
三
十
四
係
中
央
漁
業
制
終
審
議
舎
に
、
水
産
資
闘
の
保
護

院
内
実
に
関
す
る
重
要
事
項
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
に
水
産
貨
源

保
護
部
留
守
置
く
口

(
訴
願
ぜ

第
三
十
五
時
蹴

」
の
法
律
叉
は
こ
の
法
律
に
基
く
命
令
の
規
定
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に
よ
っ
て
し
た
行
政
息
。
慮
分
に
不
服
が
あ
あ
者
は
、
農
林

大
臣
に
訴
願
す
る
こ
と
が
出
来
る
O

但
し
、
第
十
一
一
際
説
五
項
又
は
第
二
十
四
燦
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
際

り
で
な
い
0

・

斡

第
六
章

罰

員。

:;7.-:'-_':::::::;7.~資

第
一
一
一
十
六
僚
第
五
僚
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
遣
反
し
た

も
の
は
、
一
一
一
年
以
下
の
懲
筏
又
は
二
十
万
園
以
下
の
罰
金
に

慮
す
る
。

第
三
十
七
傑
左
の
各
披
の
-
に
該
賞
す
る
者
は
、
一
年
以
下

の
懲
役
、
五
万
園
以
下
の
罰
金
、
拘
留
又
は
科
籾
に
慮
す
る
o

一
、
第
十
八
傑
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
、
同
項
の
工

事
を
し
た
者

二
、
第
=
十
一
一
一
篠
山
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
制
限

又

は

禁

止

に

蓮

反

し

た

者

・

=
一
、
第
二
十
四
篠
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
建
反
し
た

者
四
、
第
二
十
五
傑
の
規
定
に
違
反
し
た
も
の

第
三
十
八
燦
第
一
一
一
十
六
傑
況
は
前
燦
第
四
駒
酬
の
場
合
に
お
い

て
、
犯
人
が
所
有
し
、
又
は
所
持
す
る
漁
獲
物
、
漁
般
又
は

漁
具
は
、
浅
牧
ず
る
こ
と
が
で
き
る
o
但
し
、
犯
人
が
所
有

し
て
い
た
こ
れ
ら
の
物
件
の
全
部
文
は
一
部
を
漫
取
す
る
ζ

・

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
償
額
を
諮
徴
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
三
十
九
傑
第
一
一
一
十
六
篠
又
は
第
三
十
七
僚
の
罪
を
犯
し
た

者
に
は
、
情
肢
に
よ
り
、
思
佼
及
び
罰
金
を
併
科
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
凶
十
傑
左
の
各
畿
の
一
に
該
嘗
ず
為
者
は
、
六
ヶ
月
以
下

の
懲
役
、
一
万
閣
以
下
の
罰
金
、
拘
留
又
は
科
併
に
す
る
こ

を
が
で
き
る
o

一
、
第
二
十
三
傑
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二
、
第
二
十
七
僚
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
慮
僑
の
居
間

を
し
た
者

三
、
第
一
一
一
十
俸
の
‘
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
出
版
僚
の

報
告
を
し
た
者

第
四
十
]
傑
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
J

入
、
使
用
入
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業

務
叉
は
財
産
仏
闘
し
て
、
第
三
十
六
僚
、
第
一
一
一
十
七
傑
況
は

前
僚
の
蓮
民
行
篤
を
し
た
と
き
は
、
行
鰭
者
を
闘
す
る
Mm、

そ
の
法
人
又
は
人
に
鈎
し
、
各
本
僚
の
間
金
制
川
を
科
す
る
o

但
し
、
法
人
又
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
ー

の
鴬
該
建
反
行
篤
を
防
止
す
る
た
め
、
賞
設
業
務
に
到
し
相

嘗
の
投
意
及
び
監
督
が
叢
さ
れ
た
こ
と
の
澄
明
か
ら
っ
た
と



. . 

き
は
、
そ
の
法
人
又
抑
制
人
に
つ
い
て
、
こ
の
際
り
で
な
い
o
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こ
の
法
律
施
行
の
期
日
は
、
公
布
の
白
か
ら
起
算
し
て

大
箇
Hn
を
こ
え
な
い
期
限
内
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
。

但
し
、
第
二
十
四
係
、
第
三
十
二
僚
、
第
三
十
四
傑
及
び
、

第
一
一
一
十
七
燦
第
三
按
の
規
定
並
び
に
第
-
一
一
十
九
傑
及
び
、

第
四
十
一
憾
の
規
定
中
第
一
一
一
十
七
僚
第
三
畿
の
建
久
行
錯

に
闘
す
る
部
分
の
施
行
期
日
は
、
回
和
=
十
七
年
阿
月
一

回
以
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

弘
こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
第
二
十
七
僚
に
規
定
す
る
業

を
行
っ
て
い
る
者
、
こ
の
絵
律
施
行
の
百
か
ら
六
十
日
以

内
に
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
農
林
大
臣
に
そ
の

旨
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。ι

第
四
十
億
第
二
競
及
び
第
四
十
一
僚
の
規
定
は
、
前
項

の
場
合
に
準
肘
寸
る
0

4

漁
業
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
八
傑
第
一
項
中
「
水
産
資
源
枯
渇
肪
止
法
ハ
昭
和

=
十
五
年
法
律
第
百
七
十
一
一
統
〉
第
二
機
第
一
項
」
を
「

水
産
資
揖
保
護
法
(
昭
和
己
六
年
法
待
第
一
一
二
三
O
競
)

第
九
録
制
問
一
項
」
民
改
め
る
o

第
六
十
五
燦
第
一
項
中
「
水
震
動
植
物
の
繁
殖
保
謹
」
及

一出主山..:.口工コ----工...一エ
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び
第
五
銭
か
ら
第
七
銭
ま
で
を
制
り
、
一
同
僚
第
四
強
中
「

漁
具
及
び
問
調
第
七
畿
の
水
震
動
植
物
」
を
『
及
び
漁
具

に
改
め
る
o

第
六
十
八
僚
か
ら
第
七
十
一
篠
ま
で
を
突
の
・
よ
う
に
改
め

る。第
六
十
八
僚
か
ら
第
七
十
一
燦
ま
で
削
除

第
七
十
三
修
中
「
第
六
十
五
僚
〈
漁
業
調
整
に
闘
す
る
命

令
)
及
び
第
六
十
八
僚
か
ら
第
七
十
一
僚
ま
で
ハ
漁
法
の

制
限
及
び
さ
〈
河
魚
嶺
の
保
護
》
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら

」
を
「
第
九
十
五
燦
ハ
漁
業
調
整
に
闘
す
る
命
令
ぱ
の
規

定
及
び
こ
れ
」
に
改
め
る
ω

第
百
十
一
一
一
燦
第
三
項
第
二
披
中
「
五
人
」
を
「
十
人
」
に

改
め
る
o

第
百
三
十
八
旗
第
七
披
及
び
第
百
一
一
一
十
九
僚
第
三
磁
を
創

る。

広
水
産
費
調
枯
渇
防
止
法
令
昭
和
二
十
宝
年
法
待
積
百
七

」
-
一
読
】
は
、
波
止
す
る
0

6.

こ
の
践
律
施
行
前
に
し
た
粁
篇
に
劃
す
る
嗣
則
の
泊
用

に
つ
い
て
は
な
お
機
前
の
例
に
よ
る
。

ハ
昭
和
二
六
年
一
二
月
一
七
日
公
布
〉

. 




